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(57)【要約】
【課題】織機が停止した状態で行われる経糸を連続的に
送る経糸送り操作時において、経糸の張力を所望の状態
に維持する制御が安定して行われるようにする。
【解決手段】
　送出装置５及び巻取装置８が織機の主駆動モータとは
独立した送出モータ５ｃ及び巻取モータ８ｃを駆動源と
する織機において、前記主駆動モータを停止した状態で
前記送出モータ５ｃ及び前記巻取モータ８ｃを駆動して
経糸送り操作を行うと共に、前記経糸送り操作中に経糸
の張力を検出し、その検出に基づく経糸張力値を予め設
定された経糸張力の基準値と比較し、前記経糸張力値が
前記基準値から外れた場合、前記送出モータ５ｃ及び前
記巻取モータ８ｃを制御対象として予め設定された制御
態様に従い、経糸の張力を前記基準値へ戻すための張力
制御を実行する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送出装置（５）及び巻取装置（８）が織機の主駆動モータとは独立した送出モータ（５
ｃ）及び巻取モータ（８ｃ）を駆動源とする織機において、
　前記主駆動モータを停止した状態で前記送出モータ（５ｃ）及び前記巻取モータ（８ｃ
）を駆動して経糸送り操作を行うと共に、前記経糸送り操作中に経糸の張力を検出し、そ
の検出に基づく経糸張力値を予め設定された経糸張力の基準値と比較し、前記経糸張力値
が前記基準値から外れた場合、前記送出モータ（５ｃ）及び前記巻取モータ（８ｃ）を制
御対象として予め設定された制御態様に従い、経糸の張力を前記基準値へ戻すための張力
制御を実行することを特徴とする織機における経糸送り方法。
【請求項２】
　前記制御態様は、経糸を前記送出装置（５）側へ送る場合にあっては、前記経糸張力値
が前記基準値を超えたときは前記送出モータ（５ｃ）を減速又は停止し、前記経糸張力値
が前記基準値を下回ったときは前記巻取モータ（８ｃ）を減速又は停止するように設定さ
れ、経糸を前記巻取装置（８）側へ送る場合にあっては、前記経糸張力値が前記基準値を
超えたときは前記巻取モータ（８ｃ）を減速又は停止し、前記経糸張力値が前記基準値を
下回ったときは前記送出モータ（５ｃ）を減速又は停止するように設定されることを特徴
とする請求項１記載の織機における経糸送り方法。
【請求項３】
　前記制御態様は、前記経糸張力値と前記基準値との偏差を予め設定された割合で分けて
前記送出モータ（５ｃ）及び前記巻取モータ（８ｃ）の制御に割り当て、各々に割り当て
られた偏差を解消するように前記送出モータ（５ｃ）及び前記巻取モータ（８ｃ）の駆動
を制御するように設定されることを特徴とする請求項１または請求項２記載の織機におけ
る経糸送り方法。
【請求項４】
　前記制御態様は、前記経糸張力値と前記基準値との偏差の許容閾値を予め設定し、前記
偏差が前記許容閾値以下の場合は前記送出モータ（５ｃ）又は前記巻取モータ（８ｃ）の
一方で前記張力制御を実行し、前記偏差が前記許容閾値を超えた場合は前記送出モータ（
５ｃ）及び前記巻取モータ（８ｃ）の両方で前記張力制御を実行することを特徴とする請
求項１、請求項２または請求項３記載の織機における経糸送り方法。
【請求項５】
　送出装置（５）及び巻取装置（８）が織機の主駆動モータとは独立した送出モータ（５
ｃ）及び巻取モータ（８ｃ）を駆動源とする織機において、
　作業者が手動で操作可能な操作スイッチ（Ａ，Ｂ）であって、織機の停止状態で前記送
出モータ（５ｃ）及び前記巻取モータ（８ｃ）を駆動して経糸送り操作を実行するための
操作スイッチ（Ａ，Ｂ）と、前記経糸送り操作中に経糸の張力を検出する張力検出器（６
）と、前記操作スイッチ（Ａ，Ｂ）の操作にともなって前記送出モータ（５ｃ）及び前記
巻取モータ（８ｃ）の駆動を制御する経糸送り制御装置（４０）とを備え、
　更に、前記経糸送り制御装置（４０）は、前記経糸送り操作中の経糸張力の基準値、及
び経糸送り操作中の前記送出モータ（５ｃ）及び前記巻取モータ（８ｃ）の制御態様が設
定され記憶された記憶器（４２）と、前記張力検出器（６）による検出値に基づく経糸張
力値と前記基準値とを比較すると共に、前記経糸張力値が前記基準値から外れて偏差が生
じた場合に偏差方向を含む偏差信号を出力する比較器（４４）と、前記比較器（４４）か
らの前記偏差信号に基づき、前記記憶器（４２）に設定された前記制御態様に従って前記
送出モータ（５ｃ）及び前記巻取モータ（８ｃ）の駆動を制御する制御器（４５）とを含
むことを特徴とする織機における経糸送り装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、織機停止時の経糸送りに関し、特に、経糸送り操作中に経糸の張力を所望の
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状態に維持する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、製織時の織機は、経糸の送出装置（以下、単に「送出装置」ともいう。）によ
り経糸を送り出すとともに、製織された織布を織布の巻取装置（以下、単に「巻取装置」
ともいう。）により巻き取るが、製織時以外にも経糸を送る操作が行われる場合がある。
なお、以下、経糸を送出装置側に送る操作のことを織機を「逆転」させるともいい、巻取
装置側に送る操作のことを織機を「正転」させるともいう。
【０００３】
　例えば、緯入れミスの修復時等に行われる織機の寸動逆転のように、緯糸１～２本分程
度だけ織前位置（経糸）を送出装置側に戻す操作がある。また、その操作とは別に、送出
装置及び巻取装置を駆動して経糸を数十ｃｍあるいは数ｍに亘って送る操作（以下、この
ような操作を「経糸送り（操作）」という。）が行われる場合がある。
【０００４】
　このような経糸送り操作の一つとして、例えば、タイヤコード織物におけるスダレ織り
部分のような緯糸密度の粗い織物を製織する織機における疵戻し操作がある。疵戻し操作
とは、製織された織布中に品質上許容できない織り疵が発見された場合、修復のために織
機を逆転させてその織り疵部分を織前位置まで戻す操作である。
【０００５】
　前記緯糸密度の粗い織物は、経糸による緯糸の保持が弱いため、織機の逆転をともなう
経糸の開口動作を行うこと無く製織された織布部分から緯糸を抜くことができる。したが
って、緯糸密度の粗い織物を製織する織機の疵戻し操作の場合では、織り疵部分までの緯
糸を事前に織布部分から抜いて除去した後、送出装置及び巻取装置のみを逆転方向へ連続
駆動して経糸を送出装置側へ送る操作、すなわち経糸送り操作が行われる。なお、通常の
織機の疵戻し操作では、織機を寸動逆転させつつ開口装置によって経糸を開口させて緯糸
を織布部分から抜く作業を複数回行う。
【０００６】
　また、他の経糸送り操作としては、例えば、織機の機掛け時等において、送出装置及び
巻取装置のみを正転方向へ連続駆動して経糸を連続的に巻取装置側へ送る操作がある。こ
のように、経糸送り操作には、経糸を送出装置側へ送る場合と、巻取装置側へ送る場合と
がある。
【０００７】
　さて、織機における経糸送り操作に関する従来技術として、特許文献１に開示されたも
のがある。その従来技術は、機（仕）掛け時における織成装置側（巻取装置側）への経糸
の移送（経糸送り操作）に関し、織機の主駆動モータとは独立した送り出しモータ及び巻
き取りモータを正転駆動して経糸の移送を行うと共に、張力制御を行い、一定張力で経糸
の移送を行っている。更に、経糸の移送中に経糸の張力が設定張力を超えた場合は、送り
出しモータ及び巻き取りモータを停止している。
【０００８】
　なお、上記従来技術では、経糸送り操作時において、巻き取りモータは予め設定された
一定の回転速度で駆動され、上記張力制御は、検出された経糸の検出張力と設定された基
準張力との偏差（張力偏差）に基づいて送り出しモータが速度制御されることにより行わ
れている。すなわち、従来技術では、送り出しモータのみを制御することにより、経糸の
張力を一定に維持しようと試みている。
【０００９】
　しかし、この従来技術の場合、送り出しモータの速度が発生した張力偏差に応じて制御
されるため、一時的に大きな張力偏差が発生したとき、特に、検出張力値が基準張力値を
大きく上回る張力偏差が生じたとき、それに応じて送り出しモータが大きく増速制御され
ることになる。その為、その制御の結果として張力が低下して張力偏差は解消されるが、
偏差発生時における速度変化量（増速量）が大きいため、偏差が解消された後に送り出し
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モータの回転速度を巻取モータの回転速度に応じた回転速度に戻す制御が間に合わず、逆
に経糸の張力が基準張力値を超えて高まる方向に変化してしまう。その結果、制御にハン
チングが生じて張力が基準張力値に安定するまでに時間を要してしまう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開平２－２６９８４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　そこで、本発明の課題は、織機が停止した状態で行われる経糸を連続的に送る経糸送り
操作時において、経糸の張力を所望の状態に維持する制御が安定して行われるようにする
ことである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　前記課題のもとに、本発明は、織機における経糸送り方法および装置を以下のように構
成した。すなわち、本発明の経糸送り方法は、送出装置及び巻取装置が織機の主駆動モー
タとは独立した送出モータ及び巻取モータを駆動源とする織機において、前記主駆動モー
タを停止した状態で前記送出モータ及び前記巻取モータを駆動して経糸送り操作を行うと
共に、前記経糸送り操作中に経糸の張力を検出し、その検出に基づく経糸張力値を予め設
定された経糸張力の基準値と比較し、前記経糸張力値が前記基準値から外れた場合、前記
送出モータ及び前記巻取モータを制御対象として予め設定された制御態様に従い、経糸の
張力を前記基準値へ戻すための張力制御を実行する。
【００１３】
　なお、「（検出に基づく）経糸張力値」は、検出値そのものに限らず、検出値から求め
られた平均値等も含む。また、「経糸張力の基準値」は、特定の値に限らず、上限値と下
限値とを有する範囲（許容範囲）を含む。
【００１４】
　そして、前記制御態様は、経糸を前記送出装置側へ送る場合にあっては、前記経糸張力
値が前記基準値を超えたときは前記送出モータを減速又は停止し、前記経糸張力値が前記
基準値を下回ったときは前記巻取モータを減速又は停止するように設定され、経糸を前記
巻取装置側へ送る場合にあっては、前記経糸張力値が前記基準値を超えたときは前記巻取
モータを減速又は停止し、前記経糸張力値が前記基準値を下回ったときは前記送出モータ
を減速又は停止するように設定されてもよい。
【００１５】
　また、前記制御態様は、前記経糸張力値と前記基準値との偏差を予め設定された割合で
分けて前記送出モータ及び前記巻取モータの制御に割り当て、各々に割り当てられた偏差
を解消するように前記送出モータ及び前記巻取モータの駆動を制御するように設定されて
もよい。
【００１６】
　さらに、前記制御態様は、前記経糸張力値と前記基準値との偏差の許容閾値を予め設定
し、前記偏差が前記許容閾値以下の場合は前記送出モータ又は前記巻取モータの一方で前
記張力制御を実行し、前記偏差が前記許容閾値を超えた場合は前記送出モータ及び前記巻
取モータの両方で前記張力制御を実行するように設定されてもよい。
【００１７】
　また、本発明の経糸送り装置は、送出装置及び巻取装置が織機の主駆動モータとは独立
した送出モータ及び巻取モータを駆動源とする織機を前提とし、作業者が手動で操作可能
な操作スイッチであって、織機の停止状態で前記送出モータ及び前記巻取モータを駆動し
て経糸送り操作を実行するための操作スイッチと、前記経糸送り操作中に経糸の張力を検
出する張力検出器と、前記操作スイッチの操作にともなって前記送出モータ及び前記巻取



(5) JP 2012-149365 A 2012.8.9

10

20

30

40

50

モータの駆動を制御する経糸送り制御装置とを備え、更に、前記経糸送り制御装置は、前
記経糸送り操作中の経糸張力の基準値、及び経糸送り操作中の前記送出モータ及び前記巻
取モータの制御態様が設定され記憶された記憶器と、前記張力検出器による検出値に基づ
く経糸張力値と前記基準値とを比較すると共に、前記経糸張力値が前記基準値から外れて
偏差が生じた場合に偏差方向を含む偏差信号を出力する比較器と、前記比較器からの前記
偏差信号に基づき、前記記憶器に設定された前記制御態様に従って前記送出モータ及び前
記巻取モータの駆動を制御する制御器とを含むことを特徴とする。
【００１８】
　なお、上記でいう「偏差信号」とは、偏差の大きさ（値）を示すものに限らず、偏差が
生じたか否かを示すものであってもよい。また、上記でいう「偏差方向」とは、「＋」（
プラス）の偏差か「－」（マイナス）の偏差であるかを示すものである。本発明では、＋
方向の偏差とは、経糸張力値が基準値（許容範囲の下限値）よりも小さい場合の偏差をい
い、また、－方向の偏差とは、検出値が基準値（許容範囲の上限値）よりも大きい場合の
偏差をいう。
【発明の効果】
【００１９】
　張力偏差に基づいて送出モータのみを制御する従来の経糸送り操作中の経糸の張力制御
と比べ、本発明は、送出モータと巻取モータとを制御対象として経糸送り操作中における
張力制御を実行するため、一時的に大きな張力偏差が発生した場合、特に、経糸張力値が
基準値を大きく下回る張力偏差が生じた場合でも、速やかに張力を安定させることができ
る。
【００２０】
　また、前記張力の制御態様を偏差の方向に応じて送出モータ又は巻取モータを減速また
は停止制御するものとし、増速制御は行わないものとすれば、経糸張力の制御が容易に行
えるものとなる。
【００２１】
　解消すべき張力偏差を二つに分け、一方の偏差を送出モータの制御により解消し、他方
の偏差を巻取モータの制御により解消するものとすれば、送出モータ及び巻取モータの速
度変化を小さくすることができ、ハンチングを抑制できるとともに、経糸張力が基準張力
値へ収束するまでの時間を短縮することができる。
【００２２】
　偏差が設定された閾値以下の場合は送出モータ又は巻取モータの一方で張力制御を実行
し、偏差が前記閾値を超えた場合は送出モータ及び巻取モータの両方で張力制御を実行す
るようにしたので、例えば、張力偏差が大きいとき、まず送出モータ及び巻取モータの両
方を制御して一方のモータを増速させ、他方を減速させることにより大きな偏差を速やか
に小さくできる。そして、偏差が設定された閾値以下となったら張力制御を切り換えて、
送出モータ又は巻取モータの一方のみで張力制御を実行すれば、経糸張力を基準張力値へ
収束させる際に、送出モータの制御と巻取モータの制御とが互いに影響しあうことを回避
でき、安定した制御で偏差を解消することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明が適用されるタイヤコード織機の概略を示す説明図である。
【図２】本発明が適用されるタイヤコード織機の制御の概要を示す説明図である。
【図３】本発明が適用されるタイヤコード織機の制御ブロック図である。
【図４】本発明の一実施例における経糸送り制御装置のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図１を参照して、本発明が適用されるタイヤコード織物製織用の織機（以下、「タイヤ
コード織機」又は単に「織機」ともいう。）を説明する。なお、タイヤコード織物とは、
ゴムタイヤの骨格となるカーカス層の製造に用いられるゴム補強用織布の一種であり、緯
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糸密度が非常に荒いスダレ織り部分と緯糸密度が密なタビー織り部分とを含んでいる。ま
た、スダレ織り部分がタイヤコード織物の本体となる部分であるのに対し、タビー織り部
分は、スダレ織り部分の織り始めの前と織り終りの後とに経糸方向に所定の長さ形成され
る部分であり、緯糸密度が粗いスダレ織り部分が崩れることを防止して、タイヤコード織
物の織物形態を保持するための部分である。
【００２５】
　さて、図１において、タイヤコード織機には、主要な構成として、多数本の経糸１ａを
横一列の経糸列１ｂとして給糸する給糸部分１と、経糸列１ｂに図示しない緯糸を緯入れ
して織布２ａとする製織部分としての製織装置２と、織布２ａを巻き取る巻き取り部分と
しての別巻き取り装置３とが独立して設けられている。
【００２６】
　給糸部分１は、図示しないクリール装置と、テンション装置４とを含んでいる。図示し
ないクリール装置には、多数の支持部材（ペグ）が多段多列状に設けられており、これら
の支持部材に対して多数個の給糸体が整然と仕掛けられている。経糸１ａは、このクリー
ル装置上の多数個の給糸体から一斉に引き出され、テンション装置４に導かれている。
【００２７】
　テンション装置４は、クリール装置から引き出された多数本の経糸１ａを横一列に整列
させるとともに、それぞれ異なる給糸体から引き出された各経糸１ａの張力をほぼ均一化
させるために、複数本のガイドローラ４ａ及びダンサーロール４ｂによって経糸列１ｂに
張力を付与している。張力を均一化された経糸列１ｂは、製織装置２へ供給される。
【００２８】
　製織装置２は、通常の織機における織機本体に相当する部分であり、その構成は、通常
の織機と基本的には同じである。ただし、通常の織機では、経糸列１ｂは織機本体に搭載
された送出ビームに巻かれており、当該送出ビームを回転駆動することにより送出ビーム
に巻かれた経糸列１ｂを織布製織部７へ供給するが、それに対し、図示のタイヤコード織
機では、前述のテンション装置４から供給される経糸列１ｂを製織装置２内の送出装置５
によって送り出すことにより経糸列１ｂを織布製織部７へ供給している。
【００２９】
　図２を参照して製織装置２を説明する。製織装置２は、主要な構成として、経糸列１ｂ
を送り出す送出装置５と、経糸列１ｂの張力（以下、「経糸張力」ともいう。）を検出す
る張力検出器６と、開口装置の綜絖枠７ａや図示しない緯入れ装置及び筬等を含み織布２
ａを製織する織布製織部７と、製織した織布２ａを巻き取る巻取装置８とを備えている。
【００３０】
　送出装置５は、ニップロール５ａ、送出ロール５ｂ及び送出ロール５ｂを回転駆動する
送出モータ５ｃを含む。経糸列１ｂは、ニップロール５ａ及び送出ロール５ｂに巻き掛け
られるとともに両者によって挟持されており、製織時には送出ロール５ｂが正転方向に回
転することによって巻取装置８側へ送り出される。送出モータ５ｃは、織機の主駆動モー
タとは独立したモータであり、その回転駆動は送出制御装置１０によって制御されている
。送出制御装置１０は、経糸列１ｂの張力が所望の張力となるように経糸列１ｂの送り出
し量すなわち送出モータ５ｃの回転速度を調整している。なお、送出制御装置１０の詳細
については後述する。
【００３１】
　送出装置５から送り出された経糸列１ｂは、ガイドロール６ａを経由してテンションロ
ール６ｂに巻き掛けられ、織布製織部７へ導かれる。テンションロール６ｂには、張力検
出器６が接続されており、張力検出器６は、製織中に経糸列１ｂの張力を検出する。なお
、本実施例では、この張力検出器６は、後述の経糸送り操作中に経糸張力を検出する本発
明の構成要件としての張力検出器を兼ねている。もちろん、張力検出器６とは別に経糸送
り操作中の経糸張力を検出する専用の張力検出器を設けることも可能である。
【００３２】
　織布製織部７において、経糸列１ｂは綜絖枠７ａにより開口させられ、図示しない緯入
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れ装置や筬等により緯糸が織り込まれ、織布２ａが製織される。製織された織布２ａは、
巻取装置８により、図１に示す別巻き取り装置３側へ送り出される。
【００３３】
　巻取装置８は、二つのプレスロール８ａと、これらプレスロール８ａが押し付けられて
いる服巻ロール８ｂと、服巻ロール８ｂを駆動する巻取モータ８ｃとを備えている。織布
製織部７で製織された織布２ａは、ガイドロール７ｂを経由して巻取装置８側へ案内され
、プレスロール８ａ、服巻きロール８ｂ、プレスロール８ａの順に巻き掛けられるととも
にこれらの間で挟持されており、製織時には、服巻きロール８ｂが正転方向に回転するこ
とにより別巻き取り装置３側へ送り出される。巻取モータ８ｃは、織機の主駆動モータと
は独立したモータであり、その回転駆動は巻取制御装置２０によって制御されている。製
織時、巻取制御装置２０は、織機制御装置３０に設定されている緯糸密度に応じた回転量
で、織機の主軸９の回転に同期させて巻取モータ８ｃを回転駆動させている。なお、巻取
制御装置２０の詳細については後述する。
【００３４】
　図１に示すとおり、巻取装置８から送り出された織布２ａは、別巻き取り装置３によっ
て巻き取られる。別巻き取り装置３は、回転駆動させられる駆動ローラ３ａと、回転自在
な従動ローラ３ｂとを備え、これらローラ上には織布２ａの一端が巻き付けられた布巻ロ
ール３ｃが載置されている。製織中、布巻ロール３ｃを駆動ローラ３ａに接触させて回転
させることにより、織布２ａは、ガイドローラ３ｄ、従動ローラ３ｂを経て布巻ロール３
ｃに巻き取られる。
【００３５】
　次に、図３を参照して、送出制御装置１０及び巻取制御装置２０の構成及びそれらの製
織時における動作を説明し、あわせて本発明の特徴部分であり、織機停止時の経糸送り操
作時に動作する経糸送り制御装置４０についても説明する。
【００３６】
　前述したとおり、送出制御装置１０は、製織時、経糸列１ｂの張力が所望の張力となる
ように経糸列１ｂの送り出し量すなわち送出モータ５ｃの回転速度を調整している。送出
制御装置１０の平均張力演算器１３には、張力検出器６で検出した経糸列１ｂの張力値の
信号と、エンコーダ９ａで検出した主軸９の回転角の信号とが入力されており、平均張力
演算器１３は、主軸９の所定の回転角度等に基づきあらかじめ設定されたサンプリング周
期毎に前記張力値をサンプリングし、所定期間内にサンプリングした前記張力値の平均値
（以下、「平均張力」という。）を算出する。算出された平均張力の信号は張力用の加え
合せ点１２の減算端子に出力される。
【００３７】
　張力用の加え合せ点１２の加算端子には、目標張力設定器１１にあらかじめ設定された
目標張力の信号が入力されている。張力用の加え合せ点１２は、入力された平均張力の信
号と目標張力の信号とからそれらの張力偏差を算出し、その張力偏差の信号を補正速度演
算器１４へ出力する。
【００３８】
　補正速度演算器１４は、例えば比例、積分、微分の各制御要素を有し、所定のクロック
信号に従って周期的に作動することにより、前記張力偏差に基づいて速度補正値を算出し
、その速度補正値の信号を指令速度演算器１６に出力する。また、指令速度演算器１６に
対しては、基本速度演算器１５からも基本速度の信号が出力されている。
【００３９】
　基本速度演算器１５には、織機制御装置３０から織機の設定回転数及び製織される織布
の緯糸密度（いずれも設定値）に関する信号が入力されており、基本速度演算器１５は、
入力された設定回転数及び緯糸密度から基本速度を算出し、その基本速度の信号を指令速
度演算器１６に対し出力する。
【００４０】
　指令速度演算器１６は、基本速度演算器１５から得た基本速度を補正速度演算器１４か
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ら得た速度補正値で補正し、基本速度を補正した補正速度の信号を速度用の加え合せ点１
７の加算端子に出力する。なお、切換器１９は、製織時と、後述する織機停止時の経糸送
り操作時とで送出モータ５ｃの制御手段を切り換えるためのものである。図３では、切換
器１９は製織時の状態となっている。
【００４１】
　速度用の加え合せ点１７の減算端子には、送出モータ５ｃの回転速度を検出するタコジ
ェネレータ５ｄが接続されている。このタコジェネレータ５ｄの出力に基づいて、速度用
の加え合せ点１７は、送出モータ５ｃの回転速度を算出し、算出した送出モータ５ｃの回
転速度と、指令速度演算器１６からの補正速度との回転速度偏差を制御増幅器１８へ出力
する。
【００４２】
　制御増幅器１８は、前記回転速度偏差を解消するような駆動信号を送出モータ５ｃへ出
力し、送出モータ５ｃの回転速度を増減させる。以前述べたとおり、製織時、送出制御装
置１０は、張力検出器６で検出した経糸張力と目標張力とを比較して張力偏差を算出し、
その張力偏差を解消するように送出モータ５ｃの回転速度を増減させて経糸列１ｂの送り
出し量を制御することにより、経糸列１ｂの張力を所望の張力に維持する。
【００４３】
　一方、巻取制御装置２０は、主軸９の回転速度に応じて巻取モータ８ｃの回転速度を制
御する。巻取制御装置２０の倍周器２１には、エンコーダ９ａで検出された主軸９の回転
角度に基づくパルス列信号と、織機制御装置３０からの緯糸密度に関する信号とが入力さ
れており、倍周器２１は、入力された緯糸密度に対応するように前記パルス列信号のパル
スレートを変換し、主軸９の一回転あたりの巻取モータ８ｃの目標回転量を算出する。算
出された目標回転量のパルス列信号は回転量用の加え合せ点２５の加算端子に出力される
。なお、切換器２４は、製織時と、後述する織機停止時の経糸送り操作時とで巻取モータ
８ｃの制御手段を切り換えるためのものである。図３では、切換器２４は製織時の状態と
なっている。
【００４４】
　回転量用の加え合せ点２５の減算端子には、巻取モータ８ｃの回転量を検出するパルス
ジェネレータ８ｄが分周期２３を介して接続されている。分周期２３は、パルスジェネレ
ータ８ｄのパルス列信号のパルスレートを変更し、パルスジェネレータ８ｄのパルス列信
号のパルスレートと、目標回転量のパルス列信号のパルスレートとを整合させている。回
転量用の加え合せ点２５は、目標回転量のパルス列信号と、パルスジェネレータ８ｄのパ
ルス列信号とから回転量偏差を算出し、制御増幅器２２へ出力する。
【００４５】
　制御増幅器２２は、前記回転量偏差を解消するような駆動信号を巻取モータ８ｃへ出力
し、巻取モータ８ｃの回転速度を増減させる。以前述べたとおり、製織時、巻取制御装置
２０は、織機制御装置３０に設定されている緯糸密度に応じた回転量で、織機の主軸９の
回転に同期させて巻取モータ８ｃを回転駆動させる。
【００４６】
　さて、本発明の特徴部分であり、織機停止時の経糸送り操作時に動作する経糸送り制御
装置４０は、送出装置５、巻取装置８、操作スイッチＡ，Ｂ及び張力検出器６とともに経
糸送り装置を構成している。また、経糸送り制御装置４０は、織機制御装置３０、送出制
御装置１０及び巻取制御装置２０に接続されている。
【００４７】
　経糸送り操作を実行するための操作スイッチＡ，Ｂは、織機制御装置３０に接続されて
おり、図示の例では、操作スイッチＡは、経糸列１ｂを送出装置５側へ連続的に送るため
の逆転経糸送り操作用として機能し、操作スイッチＢは、経糸列１ｂを巻取装置８側へ連
続的に送るための正転経糸送り操作用として機能する。織機の停止状態において、操作ス
イッチＡ又はＢが作業者により手動で操作されると、織機制御装置３０は、経糸送り制御
装置４０に対し、経糸送り操作を実行させるための操作指令信号を出力する。
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【００４８】
　送出制御装置１０及び巻取制御装置２０の各々には、前述した切換器１９，２４が設け
られており、経糸送り制御装置４０は、この切換器１９，２４を介して送出制御装置１０
及び巻取制御装置２０に接続される。各切換器１９，２４は、織機制御装置３０によって
制御され、操作スイッチＡ又はＢが操作されたことにともなって、経糸送り制御装置４０
側に切り換えられる。
【００４９】
　図４を参照して、経糸送り制御装置４０の構成を説明する。図示の例おいて、経糸送り
制御装置４０は、基本速度発生器４１、記憶器４２、検出制御器４３、比較器４４及び制
御器４５を備えている。
【００５０】
　基本速度発生器４１は、経糸列１ｂを所定の速度で経糸送りするにあたり基本となる回
転速度、すなわち基本速度で送出モータ５ｃ及び巻取モータ８ｃを回転駆動するための速
度指令値を発生するものである。そして、その速度指令値の信号は、加え合せ点４７，４
８へ出力され、その加え合せ点４７，４８を介して送出制御装置１０の加え合せ点１７及
び巻取制御装置２０の加え合せ点２５の加算端子へ出力される。
【００５１】
　記憶器４２には、上記基本速度発生器４１の速度指令値の基となる送出モータ５ｃ及び
巻取モータ８ｃの回転速度に加え、経糸送り操作中における経糸張力の基準値、経糸送り
操作中の送出モータ５ｃ及び巻取モータ８ｃの制御態様が設定されている。なお、経糸張
力の基準値は特定の値ではなく範囲（許容範囲）として設定されるものとする。
【００５２】
　また、本実施例では、上記の経糸送り操作中の送出モータ５ｃ及び巻取モータ８ｃの制
御態様として、送出モータ５ｃ及び巻取モータ８ｃの一方を所定の減速量だけ減速する制
御態様が設定されるものとする。より詳しくは、経糸を送出装置５側へ送る場合（逆転経
糸送り時）にあっては、経糸張力値が基準値を超えた場合は送出モータ５ｃの回転速度を
所定量だけ減速し、経糸張力値が基準値を下回った場合は巻取モータ８ｃの回転速度を所
定量だけ減速するように設定される。また、経糸を巻取装置８側へ送る場合（正転経糸送
り時）にあっては、経糸張力値が基準値を超えた場合は巻取モータ８ｃの回転速度を所定
量だけ減速し、経糸張力値が基準値を下回った場合は送出モータ５ｃの回転速度を所定量
だけ減速するように設定される。そして、減速の対象とならないモータは、基本速度で一
定駆動される。なお、上記減速制御に用いられる所定の減速量は、制御態様と共に記憶器
４２に設定されているものとする。
【００５３】
　検出制御器４３は、張力検出器６に接続されており、張力検出器６から経糸張力の検出
値に応じた検出信号が入力されている。さらに、検出制御器４３には、クロック信号発生
器４６が接続されており、クロック信号発生器４６から一定周波数のクロックパルス信号
が入力されている。検出制御器４３は、クロックパルスを計数し、予め設定された計数値
毎（サンプリング周期毎）に、その時点での張力検出器６からの検出値を経糸張力値とし
て比較器４４に出力する。
【００５４】
　なお、張力検出器６によって検出されて比較器４４に出力される経糸張力値は、上記の
ようにサンプリング周期毎に検出された検出値そのものに限らず、サンプリング周期間で
複数検出された検出値の平均値でもよい。その場合、サンプリング周期よりも短い検出期
間（例えば、前述のクロックパルス発生毎）を設定しておき、サンプリング周期中に複数
の検出値が得られるものとして、そのサンプリング周期中に得られた複数の検出値を平均
化する機能を検出制御器４３に持たせればよい。また、上記のサンプリング周期や検出期
間は、織機の主軸回転角度で設定されるものとしてもよい。
【００５５】
　比較器４４は、記憶器４２及び検出制御器４３に接続されており、記憶器４２から経糸
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張力の基準値の信号が入力され、検出制御器４３から経糸張力値の信号が入力されている
。そして、比較器４４は、入力された上記経糸張力値と上記基準値とを比較し、経糸張力
値が基準値（許容範囲）から逸脱した場合（偏差が生じた場合）、偏差の発生を示す偏差
信号（偏差の方向に関する情報を含む）を制御器４５に対し出力する。具体的には、経糸
張力値が基準値（許容範囲）の下限値よりも小さい場合、＋方向の偏差が発生したことを
示す偏差信号が制御器４５に対し出力される。また、検出値が基準値（許容範囲）の上限
値よりも大きい場合は、－方向の偏差が発生したことを示す偏差信号が制御器４５に対し
出力される。
【００５６】
　制御器４５は、比較器４４に接続され、比較器４４から前記偏差信号が入力される。制
御器４５は、前記偏差信号が入力されると、前述した制御態様に従い、記憶器４２に設定
された減速量に応じた補正速度信号を基本速度発生器４１の下流側に設けられた送出制御
装置１０側又は巻取制御装置２０側の加え合せ点４７，４８の減算端子へ出力する。
【００５７】
　次に、経糸送り制御装置４０の動作について説明する。なお、以下の説明では、疵戻し
操作すなわち逆転経糸送り操作を行う場合について述べる。前述したが、疵戻し操作とは
、製織された織布中に品質上許容できない織り疵が発見された場合、修復のためにその織
り疵部分を織前位置まで戻す操作である。なお、正転経糸送り操作の場合は、偏差の方向
と制御対象となるモータとの関係が逆となる。
【００５８】
　タイヤコード織物の製織中、製織された織布のスダレ織り部分に許容できない織り疵等
が発見された場合、作業者は、織機の停止ボタン（図示せず）を操作して織機を停止させ
る。
【００５９】
　次いで、織り疵が発生した位置から製織を再度やり直すべく、疵戻し操作を行う。なお
、タイヤコード織物のスダレ織り部分の場合、緯糸密度が非常に粗いため、通常の織物の
ように経糸を開口状態にしなくても、緯糸を経糸列から抜くことができる。従って、タイ
ヤコード織機の疵戻し操作では、先ず、織り疵等が発生している部分までの緯糸を全て経
糸列から抜き、それに続いて、織前位置を戻すために図３に示す操作スイッチＡを操作す
る。
【００６０】
　操作スイッチＡがオンになると、切換器１９によって、送出モータ５ｃの制御主体が指
令速度演算器１６等から経糸送り制御装置４０へ切り替わる。同様に、巻取モータ８ｃの
制御主体が倍周期２１等から経糸送り制御装置４０へ切り替わる。経糸送り制御装置４０
は、基本速度による送出モータ５ｃ及び巻取モータ８ｃの逆転駆動を開始し、送出モータ
５ｃ及び巻取モータ８ｃは、図２に示す送出装置５の送出ロール５ｂ及び巻取装置８の服
巻ロール８ｂを逆転駆動し、経糸列１ｂが連続的に送出装置５側へ送られる経糸送り操作
が開始される。
【００６１】
　この経糸送り操作中においても、製織中と同様に、張力検出器６により経糸張力が検出
されている。経糸送り制御装置４０の検出制御器４３は、張力検出器６の検出値を示す検
出信号を予め設定された計数値毎（サンプリング周期毎）にサンプリングし、サンプリン
グした検出値を経糸張力値として比較器４４に出力する。
【００６２】
　検出制御器４３から経糸張力値が入力された比較器４４は、入力された経糸張力値と、
記憶器４２に設定された経糸張力の基準値（許容範囲）との比較を行う。その比較の結果
、経糸張力値が基準値として示された許容範囲から逸脱して偏差が発生した場合、その偏
差の方向を示す偏差信号を制御器４５に対し出力する。具体的には、経糸張力値が基準値
（許容範囲）の下限値よりも小さい場合、＋方向の偏差が発生したことを示す偏差信号が
制御器４５に対し出力される。また、検出値が基準値（許容範囲）の上限値よりも大きい
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場合は、－方向の偏差が発生したことを示す偏差信号が制御器４５に対し出力される。
【００６３】
　制御器４５は、＋方向又は－方向の偏差信号を比較器４４から受けると、巻取制御装置
２０側又は送出制御装置１０側の加え合せ点４８，４７に対し、速度を減速させるための
補正速度信号を出力する。具体的には以下のとおりである。
【００６４】
　比較器４４からの偏差信号が＋方向の偏差を示すものである場合、すなわち、実際の張
力が低くなって経糸張力値が基準値（許容範囲）の下限値よりも小さくなった場合、巻取
制御装置２０側の加え合せ点４８に対し、記憶器４２に設定された減速量に相当する補正
速度信号を出力する。その結果、基本速度発生器４１からの速度指令値がその補正速度信
号によって補正され、基本速度で回転駆動されていた巻取モータ８ｃの回転速度が上記減
速量分だけ減速される。そして、それにより、巻取装置８による経糸の送り量（＝単位時
間当りの服巻ロール８ｂによる経糸の送り量）が減少して経糸の張力が上昇する傾向とな
り、偏差が解消される。
【００６５】
　一方、比較器４４からの偏差信号が－方向の偏差を示すものである場合、すなわち、実
際の張力が高くなって経糸張力値が基準値（許容範囲）の上限値よりも大きくなった場合
、送出制御装置１０側の加え合せ点４７に対し、記憶器４２に設定された減速量に相当す
る補正速度信号を出力する。その結果、基本速度で回転駆動されていた送出モータ５ｃが
、上記減速量分だけ減速される。そして、それにより、送出装置５による経糸の巻き取り
量（＝単位時間当りの送出ロール５ｂによる経糸の送り量）が減少して経糸の張力が下降
する傾向となり、偏差が解消される。
【００６６】
　比較器４４は、検出制御器４３から経糸張力値が入力される毎に前述の比較動作を行い
、前記制御の結果、偏差が解消された場合には偏差信号の出力を停止する。それにより、
制御器４５は補正速度信号の出力を停止し、送出モータ５ｃ及び巻取モータ８ｃの両方が
再び基本速度で回転駆動される状態となる。また、比較動作の結果、依然として偏差が解
消されていない場合には、比較器４４は偏差信号の出力を継続し、それによって設定され
た制御態様に従った送出モータ５ｃ又は巻取モータ８ｃの減速制御、すなわち、送出モー
タ５ｃ又は巻取モータ８ｃの回転速度が設定された所定の減速量だけ減速された状態で駆
動される制御が継続される。
【００６７】
　なお、前記制御態様では、偏差の方向に応じて送出モータ５ｃ又は巻取モータ８ｃの一
方を所定の減速量だけ減速するものとしたが、この制御態様では、減速に代えて、送出モ
ータ５ｃ又は巻取モータ８ｃを停止させるものとしてもよい。その場合、記憶器４２に対
する減速量の設定は不要となる。
【００６８】
　また、前記制御態様において、所定の減速量だけ減速するものに代え、偏差の大きさに
応じて減速量を変更するものとしてもよい。その場合、偏差信号が偏差の大きさに関する
情報をも含むものとすると共に、記憶器４２に対し偏差の大きさ（大きさの範囲）に応じ
た複数の減速量を設定しておき、制御器４５が比較器４４から出力される偏差信号に基づ
いて減速量を選択するものとすればよい。
【００６９】
　さらには、前記の減速制御及び停止制御のいずれか一方のみを行うものに限らず、偏差
の大きさに応じて減速と停止とを切り換えるように制御することも可能である。その場合
は、記憶器４２に対し減速制御が行われる偏差の許容値を設定しておき、偏差の大きさが
その許容値以下であれば前記減速制御を行い、偏差の大きさが許容値を超えた場合に前記
停止制御を行う制御態様とすればよい。なお、その場合において、減速制御は、前記の所
定の減速量だけ減速するものであってもよいし、偏差の大きさに応じて減速量を変更する
ものであってもよい。
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【００７０】
　以上、本発明の好適な一実施例を説明したが、本発明の経糸送り方法に用いられる制御
態様は前記実施例のものに限らず、以下の変形例１、２で述べる制御態様でも本発明を実
施することも可能である。
【００７１】
〔変形例１〕
　前記実施例では、経糸送りの方向と偏差の方向とに基づいて送出モータ５ｃ又は巻取モ
ータ８ｃの一方の駆動を制御するものとしたが、これに代えて、偏差を解消するための制
御態様を、送出モータ５ｃ及び巻取モータ８ｃの駆動を同時に制御するものとすることが
考えられる。具体的には、経糸張力の偏差が発生した場合において、比較器４４が制御器
４５に対し出力する偏差信号を、偏差の方向だけでなく、偏差の大きさに関する情報をも
含むものとし、発生した偏差に対し、その解消を送出モータ５ｃ及び巻取モータ８ｃの一
方の制御のみで行うのではなく、両モータの制御で協働して行うべく、発生した偏差のう
ちのある割合を送出モータ５ｃの制御で解消を図り、残りを巻取モータ８ｃの制御で解消
を図るようにする。
【００７２】
　例えば、前記割合を送出側５０％：巻取側５０％に設定したとすると、発生した偏差Ｄ
を解消するため、送出制御装置１０はＤ／２の偏差を解消するように送出モータ５ｃの制
御を実行し、巻取制御装置２０はＤ／２の偏差を解消するように巻取モータ８ｃの制御を
実行する。この場合、経糸送り制御装置４０における制御器４５は、それぞれの偏差を解
消するような速度補正量を算出し、その補正速度信号を送出制御装置１０側及び巻取制御
装置２０側のそれぞれの加え合せ点４７，４８に出力する。
【００７３】
〔変形例２〕
　また、他の変形例として、偏差の許容閾値を記憶器４２に予め設定しておき、偏差が許
容閾値以下の小さいものであれば、送出モータ５ｃ又は巻取モータ８ｃの一方の制御で偏
差の解消を図り、偏差が許容閾値を超える大きいものであれば、上記変形例１の制御（送
出モータ５ｃ及び巻取モータ８ｃの両モータの制御による張力制御）を実行するようにす
る制御態様としてもよい。この場合、経糸送り制御装置４０における記憶器４２には、そ
の許容閾値が設定されると共に、偏差が許容閾値以下の場合の制御について、制御対象を
送出装置１０側、巻取装置２０側のいずれにするか等が設定される。
【００７４】
　なお、この場合、偏差が許容閾値以下の場合において、前述の実施例の制御態様を実行
するようにし、偏差が許容閾値を超えた場合には上記変形例１の制御態様とするようにし
てもよい。また、偏差が許容閾値を超えた場合の制御として、上記変形例１の制御に代え
て、例えば、送出モータ５ｃ及び巻取モータ８ｃの一方のモータを偏差方向に応じて所定
量だけ増速又は減速し、他方のモータを検出した経糸張力に基づいて駆動制御するように
してもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７５】
　本発明は、本実施例に示したタイヤコード織機の疵戻し操作に限らず、製織される織布
の緯糸密度が粗く、経糸を開口させなくても緯糸を織布から抜くことができる織物（例え
ば、ガムテープ用基布、ガーゼ等）を製織する織機における疵戻し操作にも適用できる。
また、機掛け時等に行われる経糸送り操作（この場合は、送出モータ及び巻取モータは正
転駆動される）にも適用できる。
【符号の説明】
【００７６】
１　給糸部分
１ａ　経糸
１ｂ　経糸列
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２　製織装置（製織部分）
２ａ　織布
３　別巻き取り装置（巻き取り部分）
３ａ　駆動ローラ
３ｂ　従動ローラ
３ｃ　布巻ロール
３ｄ　ガイドローラ
４　テンション装置
４ａ　ガイドローラ
４ｂ　ダンサーロール
５　送出装置
５ａ　ニップロール
５ｂ　送出ロール
５ｃ　送出モータ
５ｄ　タコジェネレータ
６　張力検出器
６ａ　ガイドロール
６ｂ　テンションロール
７　織布製織部
７ａ　綜絖枠
７ｂ　ガイドロール
８　巻取装置
８ａ　プレスロール
８ｂ　服巻ロール
８ｃ　巻取モータ
８ｄ　パルスジェネレータ
９　主軸
９ａ　エンコーダ
１０　送出制御装置
１１　目標張力設定器
１２　張力用の加え合せ点
１３　平均張力演算器
１４　補正速度演算器
１５　基本速度演算器
１６　指令速度演算器
１７　加え合せ点
１８　制御増幅器
１９　切換器
２０　巻取制御装置
２１　倍周器
２２　制御増幅器
２３　分周器
２４　切換器
２５　加え合せ点
３０　織機制御装置
４０　経糸送り制御装置
４１　基本速度発生器
４２　記憶器
４３　検出制御器
４４　比較器
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４５　制御器
４６　クロック信号発生器
４７　加え合せ点
４８　加え合せ点
Ａ　操作スイッチ
Ｂ　操作スイッチ

【図１】 【図２】
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